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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月31日(2018.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話機を接続可能であり、省電力状態に移行可能な通信装置であって、
　着信を検知する検知手段と、
　前記電話機が公衆回線に接続された状態と、前記電話機が前記公衆回線から切り離され
た状態とを切り替える切替手段と、を有し、
　前記通信装置が前記省電力状態に移行するにあたって前記切替手段は前記電話機の接続
状態を前記電話機が前記公衆回線から切り離された状態にし、
　前記通信装置が前記省電力状態で前記検知手段が着信を検知したことにより前記通信装
置は前記省電力状態から復帰し、前記通信装置が前記省電力状態から復帰した後に前記切
替手段は前記電話機の接続状態を前記電話機が前記公衆回線に接続された状態にすること
を特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記通信装置のモードを設定する設定手段を、更に有し、
　着信に基づいて前記電話機が鳴動する鳴動モードが前記設定手段によって設定されてい
る場合、前記通信装置が前記省電力状態に移行するにあたって前記切替手段は前記電話機
の接続状態を前記電話機が前記公衆回線に接続された状態から前記電話機が前記公衆回線
から切り離された状態に切り替え、前記鳴動モードが前記設定手段によって設定されてい
ない場合、前記通信装置が前記省電力状態に移行するにあたって前記切替手段は前記電話
機の接続状態を前記電話機が前記公衆回線に接続された状態から前記電話機が前記公衆回
線から切り離された状態に切り替えないことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記通信装置が前記省電力状態で前記検知手段が着信を検知したことにより前記通信装
置は前記省電力状態から復帰し、前記通信装置が前記省電力状態から復帰したことに基づ
いて前記切替手段は前記電話機の接続状態を前記電話機が前記公衆回線から切り離された
状態から前記電話機が前記公衆回線に接続された状態に切り替えることを特徴とする請求
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項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記通信装置がファクシミリ受信を開始するためにユーザが行うべき前記電話機の操作
を決めるための設定を受け付ける受付手段を、更に有することを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記通信装置がファクシミリ受信モードに切り替わるまでに前記電話機が鳴動する回数
の設定を入力する入力手段を、更に有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１
項に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記切替手段によって前記電話機が前記公衆回線に接続された状態から前記電話機が前
記公衆回線から切り離された状態に切り替えられた場合に、前記電話機に電源を供給する
供給手段を、更に有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の通信装
置。
【請求項７】
　前記通信装置はファクシミリ装置であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１
項に記載の通信装置。
【請求項８】
　電話機と接続可能であり、省電力状態に移行可能な通信装置であって、
　着信を検知する検知手段と、
　前記検知手段が着信を検知しても前記通信装置が前記省電力状態から復帰するまでは前
記電話機を鳴動させず、前記通信装置が省電力状態から復帰した後に前記電話機が鳴動さ
せるよう制御する制御手段とを有することを特徴とする通信装置。
【請求項９】
　前記通信装置がファクシミリ受信を開始するためにユーザが行うべき前記電話機の操作
を決めるための設定を受け付ける受付手段を、更に有することを特徴とする請求項８に記
載の通信装置。
【請求項１０】
　前記通信装置がファクシミリ受信モードに切り替わるまでに前記電話機が鳴動する回数
の設定を入力する入力手段を、更に有することを特徴とする請求項８又は９に記載の通信
装置。
【請求項１１】
　電話機を接続可能であり、省電力状態に移行可能な通信装置を制御する制御方法であっ
て、
　着信を検知する検知工程と、
　前記電話機が公衆回線とを接続された状態と、前記電話機が前記公衆回線から切り離さ
れた状態とを切り替える切替工程と、を有し、
　前記通信装置が前記省電力状態に移行するにあたって前記切替工程は前記電話機の接続
状態を前記電話機が前記公衆回線から切り離された状態にし、
　前記通信装置が前記省電力状態で前記検知工程が着信を検知したことにより前記通信装
置は前記省電力状態から復帰し、前記通信装置が前記省電力状態から復帰した後に前記切
替工程は前記電話機の接続状態を前記電話機が前記公衆回線に接続された状態にすること
を特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の通信装置の各手段として機
能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００７】
　本発明の目的は、着信があった場合に通信装置が省電力状態で電話機が鳴動することを
抑止し、通信装置が省電力状態から復帰した後に電話機を鳴動させる技術を提供すること
にある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る通信装置は以下のような構成を備える
。即ち、
　電話機を接続可能であり、省電力状態に移行可能な通信装置であって、
　着信を検知する検知手段と、
　前記電話機が公衆回線に接続された状態と、前記電話機が前記公衆回線から切り離され
た状態とを切り替える切替手段と、を有し、
　前記通信装置が前記省電力状態に移行するにあたって前記切替手段は前記電話機の接続
状態を前記電話機が前記公衆回線から切り離された状態にし、
　前記通信装置が前記省電力状態で前記検知手段が着信を検知したことにより前記通信装
置は前記省電力状態から復帰し、前記通信装置が前記省電力状態から復帰した後に前記切
替手段は前記電話機の接続状態を前記電話機が前記公衆回線に接続された状態にすること
を特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明によれば、着信があった場合に通信装置が省電力状態で電話機が鳴動することを
抑止し、通信装置が省電力状態から復帰した後に電話機を鳴動させるため、通信装置が省
電力状態で電話機が鳴動してユーザが電話機を操作しても応答できない状態になるのを回
避できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　「リモート受信」を設定する際は、ユーザは、この画面で「オン」ボタン４０１を押下
し、「リモート受信」を設定しない場合には「オフ」ボタン４０２を押下する。その後、
設定完了であれば、ユーザは「ＯＫ」ボタン４０５を押下すると、この画面が閉じられて
、この画面で入力された事項が設定される。一方、ユーザは、この画面での設定をキャン
セルして設定をやり直したいときは「キャンセル」ボタン４０６を押下する。設定値４０
３は、着信があった時、ユーザが電話機１０２の受話器を持ち上げて複合機１０１により
ファクシミリ受信動作を開始させる動作を規定するもので、ここではダイヤル番号の操作
を指定している。この設定値４０３は、ユーザが、その右側の＋ボタン或いは－ボタンを
押下することに増減させることができる。図４の設定例では、設定４０３として「２５」
が設定されている。この場合、ユーザは、電話機１０２の受話器を持ち上げてファクシミ
リの着信を確認した後、その電話機１０２の数値キー「２」と「５」を順に押下すること
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により、ファクシミリ受信を開始させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　この状態でファクシミリ着信があると、着信割り込み信号３０６がオンされると共に電
話機１０２にも着信信号が供給される。これにより、電話機１０２は着信信号のオン時に
鳴動する。この鳴動をユーザが感知して電話機１０２の受話器を持ち上げるとオフフック
割り込み信号３０７がハイレベルになる。ここで「リモート受信」が設定されていると、
割り込み通知信号３１８は、このオフフック割り込み信号３０７に基づいてハイレベルに
なる。制御部３０１は、この割り込み通知信号３１８がハイレベルになると、受信コマン
ド待ちで待機する。そしてユーザが電話機１０２で、図４の画面で設定したファクシミリ
受信の開始を指示する操作（前述の例では数値キー「２」「５」を入力）を行うと、制御
部３０１に対して受信コマンドが通知される。制御部３０１は、この受信コマンドを受付
けるとモデム３０５を制御して電話回線を捕捉し、第１リレー制御信号３１２をハイレベ
ルにしてリレー３１４のスイッチ３２０をオン状態にし、電話機１０２を交換機１０３か
ら電気的に切り離す。これにより複合機１０１は、ファクシミリ受信を開始することがで
きる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　まずＳ６０１で、制御部３０１からの状態通知信号３０９がロウレベルに変化して制御
部３０１が省電力モードに遷移したかどうかを判定する。制御部３０１が省電力モードに
遷移するとＳ６０２に進み、モード設定格納部３０８に電話機１０２が使用されるモード
のフラグがオンされているかどうかを判定する。ここで、電話機１０２を使用するモード
のいずれかひとつがオンされている場合はＳ６０３に進み、電話機１０２を使用するモー
ドがオンされていない場合はＳ６０５に処理を進める。Ｓ６０３で割り込み判定部３１０
は、第２リレー制御信号３１１をハイレベルにして「無鳴動待機」状態に設定してＳ６０
４に遷移する。一方、Ｓ６０５で割り込み判定部３１０は、第２リレー制御信号３１１を
ロウレベルにして「鳴動待機」状態に設定してＳ６０４に遷移する。尚、「リモート受信
」が設定されている場合は、通常動作モードでは「鳴動待機」状態である。そしてＳ６０
４で割り込み判定部３１０は、電源制御信号２０９により第二の電源部２０７の電源出力
をオフして省電力モードに遷移させて、この処理を終了する。
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